
令
和
三
年
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
七
号

デ
ジ
タ
ル
庁
所
管
補
助
金
等
交
付
規
則

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
並
び
に
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年

政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第
三
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
庁
所
管
補
助
金
等
交
付
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
通
則
）

第
一
条
　
デ
ジ
タ
ル
庁
の
所
管
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
し
て
は
、
他
の
法
令
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
庁
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
庁
令
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
、
「
補
助
事
業
等
」
、
「
補
助
事
業
者
等
」
又
は
「
間
接
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
補
助
金
等
、
補
助
事
業
等
、
補
助
事
業
者
等
又
は
間
接
補
助
金
等
を
い
う
。

（
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
書
の
提
出
時
期
）

第
三
条
　
法
第
五
条
の
申
請
書
を
提
出
す
る
時
期
は
、
毎
会
計
年
度
定
め
る
も
の
と
し
、
こ
れ
を
公
示
す
る
場
合
を
除
き
、
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

第
四
条
　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
以
外
の
事
項
で
法
第
五
条
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
補
助
金
等
の
種
類
に
応
じ
て
別
に
定
め
る
。

２
　
令
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
法
第
五
条
の
申
請
書
の
様
式
は
、
補
助
金
等
の
種
類
に
応
じ
て
別
に
定
め
る
。

（
補
助
金
等
の
交
付
の
条
件
）

第
五
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
条
件
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
補
助
事
業
等
に
要
す
る
経
費
の
配
分
の
変
更
（
次
条
に
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
こ
と
。

二
　
補
助
事
業
等
の
内
容
の
変
更
（
次
条
に
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
こ
と
。

三
　
補
助
事
業
等
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
こ
と
。

四
　
補
助
事
業
等
が
予
定
の
期
間
内
に
完
了
し
な
い
場
合
又
は
補
助
事
業
等
の
遂
行
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
て
そ
の
指
示
を
受
け
る
べ
き
こ
と
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
補
助
事
業
等
の
目
的
及
び
内
容
に
応
じ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
条
件
を
付
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
補
助
事
業
等
を
行
う
た
め
締
結
す
る
契
約
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
補
助
事
業
等
に
要
す
る
経
費
の
使
用
方
法
に
関
す
る
事
項

二
　
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
補
助
事
業
者
等
は
、
補
助
金
等
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
歳
出
予
算
に
お
け
る
予
算
科
目
別
の
計
上
金
額
を
明
ら
か
に
す
る
調
書
を
作
成
し
て
お
く
べ
き
こ
と
。

三
　
補
助
事
業
者
等
は
、
補
助
事
業
等
に
係
る
間
接
補
助
金
等
の
交
付
を
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
に
付
し
た
条
件
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
付
す
べ
き
こ
と
。

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
経
費
の
配
分
等
の
軽
微
な
変
更
）

第
六
条
　
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
軽
微
な
変
更
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
実
績
報
告
の
手
続
）

第
七
条
　
法
第
十
四
条
前
段
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
補
助
事
業
等
の
完
了
の
日
（
補
助
事
業
等
の
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
日
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
を
経
過
し
た
日
又
は
補
助
事
業
等
の
完
了
の
日
の
属
す
る

国
の
会
計
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
十
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
、
完
了
実
績
報
告
書
に
、
補
助
金
等
精
算
調
書
、
補
助
金
等
受
入
調
書
、
残
存
物
件
調
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
資
料
を
添
え
、
こ
れ
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提

出
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
四
条
後
段
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
に
係
る
国
の
会
計
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
年
度
終
了
実
績
報
告
書
に
補
助
金
等
受
入
調
書
を
添
え
、
こ
れ
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
報
告
の
期
日
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
の
完
了
実
績
報
告
書
及
び
第
二
項
の
年
度
終
了
実
績
報
告
書
の
様
式
は
、
補
助
金
等
の
種
類
に
応
じ
て
別
に
定
め
る
。

（
処
分
の
制
限
を
受
け
る
財
産
）

第
八
条
　
令
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
財
産
以
外
の
機
械
、
重
要
な
器
具
そ
の
他
の
財
産
で
、
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
処
分
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
要
す
る
も
の
は
、
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
処
分
の
制
限
を
受
け
る
期
間
）

第
九
条
　
令
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
証
票
の
様
式
）

第
十
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
を
他
の
機
関
に
委
任
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
の
証
票
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
手
続
の
細
目
）

第
十
一
条
　
こ
の
庁
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
デ
ジ
タ
ル
庁
所
管
の
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
適
正
な
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
手
続
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
の
種
類
に
応
じ
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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附
　
則

こ
の
庁
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
七
日
デ
ジ
タ
ル
庁
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
庁
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
庁
令
に
よ
る
改
正
後
の
デ
ジ
タ
ル
庁
所
管
補
助
金
等
交
付
規
則
別
表
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
補
助
事
業
等
に
よ
り
取
得
さ
れ
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
（
第
九
条
関
係
）

補
助
金
等
の
名
称

処
分
を
制
限
す
る
財
産
の
名
称
等

処
分
制
限
期
間
（
年
）

施
設
設
備
等
の
分
類

財
産
の
名
称
、
構
造
等

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
関
係
シ
ス
テ
ム
事
業
費
補
助
金

器
具
及
び
備
品

事
務
機
器
及
び
通
信
機
器

電
子
計
算
機

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
サ
ー
バ
ー
用
の
も
の
を
除
く
。
）

四

そ
の
他
の
も
の

五

そ
の
他
の
事
務
機
器

五

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

五

預
貯
金
口
座
情
報
提
供
等
業
務
交
付
金

器
具
及
び
備
品

事
務
機
器
及
び
通
信
機
器

電
子
計
算
機

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
サ
ー
バ
ー
用
の
も
の
を
除
く
。
）

四

そ
の
他
の
も
の

五

そ
の
他
の
事
務
機
器

五

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

五

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
シ
ス
テ
ム
整
備
費
補
助
金

器
具
及
び
備
品

事
務
機
器
及
び
通
信
機
器

電
子
計
算
機

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
サ
ー
バ
ー
用
の
も
の
を
除
く
。
）

四

そ
の
他
の
も
の

五

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

五
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別
記
様
式
（
第
十
条
関
係
）
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